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平
成
二
十
年
度
北
方
領
土
返
還
要
求
行
進
に
対
す
る
外
務
省
の
関
与
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
四
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

本
年
十
二
月
一
日
に
行
わ
れ
た
、
北
海
道
根
室
市
、
根
室
管
内
の
別
海
町
、
中
標
津
町
、
標
津
町
、
羅
臼
町
で
構
成
さ
れ

る
北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
対
策
根
室
管
内
市
町
連
絡
協
議
会
（
以
下
、
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
主
催
の
北
方
領
土
返
還

要
求
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
行
進
（
以
下
、
「
行
進
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
政
府
は
「
外
務
省
及
び
内
閣

府
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
行
事
の
実
施
に
際
し
て
は
、
主
催
者
側
と
の
調
整
、
事
前
の
面
会
及
び
行
事
へ
の
参
加
等
必
要

な
協
力
及
び
関
与
を
行
う
べ
く
対
応
を
検
討
中
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
本
年
外
務
省
及
び
内
閣
府
は
「
行
進
」

の
実
施
に
際
し
、
「
協
議
会
」
に
対
し
て
ど
の
様
な
協
力
、
関
与
を
し
た
の
か
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
政
府
は
「
御
指
摘
の
行
事
に
は
外
務
省
に
お
い
て
は
石
�
聖
子
（
橋
本
聖
子
）
外
務
副
大
臣
が
、
内

閣
府
に
お
い
て
は
佐
藤
勉
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
）
が
参
加
す
る
予
定
で
あ
る
。
」
と
答
弁
し
て
い

る
が
、
橋
本
副
大
臣
及
び
佐
藤
大
臣
は
実
際
に
「
行
進
」
に
参
加
し
、
全
行
程
を
歩
い
た
の
か
。

三

橋
本
副
大
臣
は
「
行
進
」
が
始
ま
る
前
に
挨
拶
を
し
て
い
た
と
承
知
す
る
が
、
そ
の
挨
拶
の
文
面
は
外
務
省
に
お
い
て
起

案
さ
れ
た
も
の
か
。

一



四

三
で
、
橋
本
副
大
臣
の
挨
拶
の
文
面
が
外
務
省
に
お
い
て
起
案
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
を
起
案
し
た
外
務
省
職
員
の

官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

中
曽
根
弘
文
外
務
大
臣
は
「
行
進
」
の
実
施
を
承
知
し
て
い
た
か
。

六

「
行
進
」
に
際
し
て
、
ま
た
は
「
行
進
」
当
日
、
中
曽
根
大
臣
は
大
臣
と
し
て
ど
の
様
な
協
力
、
関
与
を
し
た
の
か
説
明

さ
れ
た
い
。

七

「
行
進
」
に
際
し
て
、
ま
た
は
「
行
進
」
当
日
、
伊
藤
�
太
郎
外
務
副
大
臣
、
御
法
川
信
英
、
西
村
康
稔
、
柴
山
昌
彦
各

外
務
大
臣
政
務
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
様
な
協
力
、
関
与
を
し
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

八

「
行
進
」
に
職
務
と
し
て
参
加
し
た
外
務
省
職
員
は
い
る
か
。
い
る
の
な
ら
、
そ
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

「
行
進
」
に
職
務
と
し
て
で
は
な
く
、
自
主
的
に
参
加
し
た
外
務
省
職
員
は
い
る
か
、
外
務
省
と
し
て
把
握
し
て
い
る

か
。
把
握
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

外
務
省
に
お
い
て
北
方
領
土
交
渉
を
直
接
担
当
す
る
欧
州
局
の
局
長
、
参
事
官
、
ま
た
は
ロ
シ
ア
課
長
は
、
「
行
進
」
に

職
務
と
し
て
参
加
し
た
か
。

十
一

十
二
月
一
日
は
、
一
九
四
五
年
、
当
時
の
根
室
町
長
で
あ
る
安
藤
石
典
氏
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
最
高
司
令
官
で
あ
る
ダ
グ
ラ

二



ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
対
し
て
北
方
領
土
返
還
を
要
求
す
る
陳
情
書
を
起
草
し
た
、
い
わ
ば
北
方
領
土
返
還
運
動
の
原

点
の
日
と
も
言
え
る
、
特
別
な
意
味
を
持
つ
日
で
あ
り
、
そ
の
関
連
で
「
協
議
会
」
と
し
て
も
十
二
月
一
日
を
「
行
進
」
実

施
の
日
に
当
て
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
の
日
に
行
わ
れ
る
「
行
進
」
に
、
外
務
省
に
お
い
て
北
方
領
土
交
渉
を
直
接
担
当
す

る
局
、
課
の
幹
部
が
直
接
参
加
し
な
い
こ
と
は
、
北
方
領
土
問
題
解
決
に
向
け
て
の
外
務
省
の
意
気
込
み
、
姿
勢
に
対
し
、

国
民
が
疑
問
視
し
、
不
信
感
を
抱
く
き
っ
か
け
と
な
り
、
少
な
く
と
も
北
方
領
土
問
題
解
決
に
向
け
た
世
論
の
盛
り
上
が
り

に
は
何
ら
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
、
十
で
、
外
務
省
に
お
い
て
北
方
領
土
交
渉
を
直
接
担
当
す
る
欧

州
局
の
局
長
、
参
事
官
、
ま
た
は
ロ
シ
ア
課
長
が
「
行
進
」
に
参
加
し
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

十
二

「
行
進
」
に
参
加
し
た
元
島
民
関
係
者
か
ら
、
外
務
省
の
北
方
領
土
交
渉
に
対
す
る
意
気
込
み
、
姿
勢
に
疑
問
を
感
じ

て
い
る
旨
の
声
を
当
方
は
聞
か
さ
れ
た
が
、
右
に
対
す
る
外
務
省
の
見
解
如
何
。

十
三

本
年
十
一
月
二
十
日
に
内
閣
府
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
「
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
特
別
世
論
調
査
」
に
よ
る
と
、
「
行

進
」
等
の
北
方
領
土
返
還
運
動
に
参
加
し
た
く
な
い
と
す
る
回
答
が
約
六
割
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
年
十
二
月
二
日

の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
六
七
号
）
で
内
閣
府
、
外
務
省
、
文
部
科
学
省
は
「
特
別
世
論
調
査
の
結
果
も
参

三



考
に
し
つ
つ
、
今
後
と
も
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
教
育
の
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
民
世
論
の
啓
発
を
積
極
的
に

行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
外
務
省
が
「
行
進
」
に
対
し
て
こ
の
程
度
の
協
力
、
関
与
し
か
し

て
い
な
い
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
右
答
弁
は
実
行
の
伴
わ
な
い
、
口
先
だ
け
の
答
弁
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
外
務
省
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

十
四

二
〇
〇
一
年
の
小
泉
政
権
発
足
以
後
、
安
倍
、
福
田
内
閣
が
続
い
た
が
、
右
の
内
閣
の
期
間
、
北
方
領
土
交
渉
に
何
ら

か
の
進
展
、
前
進
は
見
ら
れ
た
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


